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変更による新たな意匠登録出願が、もとの出願の意匠の要旨を変更

している場合の、変更出願の出願日とその取扱い 

 
 
 
 変更による新たな意匠登録出願（意１３条１項又は２項）が、もとの特許出願又は実用

新案登録出願の出願当初の明細書及び図面に記載された事項の要旨を変更するものである

と認めた場合には、変更による新たな意匠登録出願のされた日を出願日として審査を進め

る。 
 この場合には、その旨を審査官名で意匠登録出願人に通知する。 
  

 




